
当薬局の行っているサービス内容について 
 

調剤基本料に関する事項 

調剤基本料 1 当薬局は調剤基本料 1 の施設基準に適合する薬局です。 

 

調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項 

調剤管理料 

患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情

報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画（RMP）、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び

評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行って

います。必要に応じて残薬調整や医師に処方内容の提案などを行います。 

 

地域支援・医薬品供給対応体制加算に関する事項 

地域支援・医薬品

供給対応体制加算

1 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

（体制基準） 

（加算 1～5） 

・ 医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理 

・ 他の保険薬局に医薬品を分譲した実績 

・ 迅速な医薬品調達が困難な場合の、他の保険薬局への紹介や処方内容変更の提

案などの適切な対応 

・ 重要供給確保医薬品（内用薬・外用薬）の 1 か月程度の備蓄 

・ 単品単価交渉の実施 

・ 卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配の自制 

・ 温度管理が必要な医薬品の返品や在庫管理が目的の返品の自制 

・ 地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体との、取扱品目の情報共有や事

前の取り決め等の検討 

・ 後発医薬品の調剤実績の規格単位数量が 85%以上 

 

 

連携強化加算に関する事項 

連携強化加算 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ 第二種指定医療機関の指定 

・ 新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知 

・ 新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有 

・ 災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓練等への参加

計画・実施 

・ オンライン服薬指導の整備・セキュリティー全般に対する対応 

・ 要指導医薬品・一般用医薬品の販売 

 

電子的調剤情報連携体制整備加算に関する事項 

電子的調剤情報 

連携体制整備加算 

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 

・ オンラインによる調剤報酬の請求 

・ オンライン資格確認を行う体制・活用 

・ 電子処方箋により調剤する体制 

・ 電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制 

・ 電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制 

・ マイナ保険証の利用率が 30％以上 

・ 医療 DX 推進の体制に関する掲示 

・ サイバーセキュリティの確保のために必要な措置 
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